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(2)法定後見で実現が難しいことは？

①家族やお世話になった人への贈与

→本人の資産が減る。 ほとんど認められない。
、 ...、

②自宅のリフォ ー ムや売却

→必要な理由と資金計画の説明が必要。
‘ 
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③施設への入所

→資産内容と平均寿命に基づく算定が必要

※計画実現には、 家裁の許可や承認が必要。
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→家裁は、 家族の希望よりも、 本人の財産保護を

優先。 許可や承認が下りず、 財産が塩漬けにな

ることもある！









(2)財産の凍結を防ぐ。

► 本人の意思能力がなくても、 受託者は、 財産の管理
や処分を続けることができる。

► 本人の死亡後は、 遺言と同じように、 財産を引き継

がせることができる。

► 相続人全員で話し合う必要がない。
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